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【重大事態の対応フロー図】 会津坂下町立坂下中学校

重大事態の発生

教育委員会へ重大事態の発生を報告

教育委員会が調査の主体を判断

学校が調査主体の場合

学校に調査組織を設置

※教育委員会の指導の下「学校いじめ対策委員会」に適切な専門家を加える。

適切な専門家とは、専門的知識及び経験を有し、当該いじめ事案の関係者と直接の人

間関係または特別な利害関係を有しない第三者であって、当該調査の公平性・中立性

を担保する。

事実関係を明確にするための調査を実施

※重大事態に至る要因となったいじめの行為が、いつ（いつ頃から）、誰から行われ、

どのような態様でであったか、いじめを生んだ背景事情や児童生徒の人間関係にどの

ような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を網羅

的に明確にする。「会津坂下町いじめ防止基本方針」に沿って客観的な事実関係を速

やかに調査する。

※調査にあたって実施するアンケートは、調査に先立ち、調査対象となる生徒や保護者

に説明をする。

いじめを受けた生徒及びその保護者へ適切な情報提供

※教育委員会は、学校に対して情報提供の内容・方法・時期などについて必要な指導・

支援を行う。

調査結果を教育委員会に報告

※学校は調査結果をまとめ、教育委員会に報告する。

調査結果を踏まえた必要な処置

※調査結果を踏まえ、再発防止に向けた取り組みを検討し、実施する。

※再発防止に向けた取り組みの検証を行う。

※「いじめの解消」に向けて支援を継続する。
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＜取組の年間計画＞

いじめ・不登校対

策委員会

未然防止の取組 早期発見の取組 保護者・地域との連携

４

月

○いじめ防止基本

方針の確認

〇 SC 配置につ
いての生徒・保護

者への周知

〇生徒指導集会

でのいじめ防止

基本方針の説明

〇保護者会でのいじめ

防止基本方針の説明

〇あいさつ運動

５

月

〇職員、生徒研修

の企画

〇弁護士による

いじめ防止講話

（1 年各学級）
〇第１回 QU テ

スト

〇家庭訪問

〇学校生活アン

ケート・メディア

アンケート

６

月

〇いじめ防止職員

研修（教育事務

所）

〇いじめ防止生

徒講話

〇職員 QU 研修

会６／２と６／

３０

〇二者相談週間 〇第１回学校評議員会

７

月

〇保護者学校評価アン

ケート実施

〇保護者会

８

月

〇学校評価アンケ

ートの結果検討

９

月

〇 SCによる SST
（3 年各学級）

10
月

〇文化祭への取

り組み

11
月

〇命の授業、自殺

防止授業（2年）

〇第２回 QU テ

スト

〇学校生活アン

ケート

〇三者相談週間

〇保護者学校評価アン

ケート実施（いじめに

ついてを含む）
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12
月

〇学校評価アンケ

ートの結果検討

〇三者相談週間

１

月

２

月

〇学校生活アン

ケート

〇新入学説明会校長に

よるいじめ防止講話

（保護者対象）

〇第２回学校評議員会

３

月

〇いじめ防止基本

方針の見直し

通

年

〇校内のいじめに

関する情報収集・

対応策の検討

〇週１回（月曜日

３校時目）に必ず

開催

〇生徒会でのいじ

め防止のための取

り組み

〇集会における

校長講話

〇道徳教育・体験

活動の充実

〇分かる授業の

実践

〇学級活動等で

の SST実施
〇校舎内の巡回、

トイレ内の見回

り指導

〇健康観察

〇 SC による相
談

（およそ週２回）

〇生活ノートの

担任とのやりと

り

〇いじめ発見の

チェックポイン

トの活用（随時）

〇必要に応じた

いじめアンケー

トの実施

〇学年通信の発行を通

しての連携指導

〇教育委員会、児童相

談所、坂下警察署等と

の連携


